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１．物質に関する基本的事項 

１）アンチモン 
物質名： アンチモン 
CAS番号：7440-36-0 
化審法官報公示整理番号： 
化管法政令番号：1-25(アンチモン及びその化合物) 
RTECS番号：CC4025000 
元素記号：Sb 
原子量：121.76 
換算係数：1 ppm = 4.98 mg/m3 (気体、25℃) 

 
 

No 物質名 CAS No. 化審法官報 
公示整理番号 

RTECS
番号 分子式 分子

量 化学式 

2) 三酸化二アンチ

モン 
1309-64-4 1-543(酸化アン

チモン) 
CC565
0000 O3Sb2 291.52 Sb2O3 

3） 三塩化アンチモ
ン 10025-91-9 1-256(塩化アン

チモン) 
CC490
0000 Cl3Sb 228.12 SbCl3 

4) 
ヘキサヒドロキ

ソアンチモン酸

カリウム 
12208-13-8 1-458(アンチモ

ン酸カリウム)  H6KO6Sb 262.90 K[Sb(OH)6] 

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質の性状は以下の通りである。 
No 化学式 性状 
1) Sb 常温で光沢のある銀白色の硬くてもろい金属である1)。 
2) Sb2O3 常温で白色の粉末である1)。 
3) SbCl3 強い吸湿性を持つ無色透明の結晶である2)。 
4) KSb(OH)6 無色のもろい結晶3) 

 
No 化学式 融点 沸点 密度 

1) Sb 630.628℃4)、630℃5) 

630.7℃6) 
1587℃4),6)、1635℃5),6)、1440 ℃5),6) 6.68 g/cm3 4),5) 

2) Sb2O3 
655℃5)、656 ℃6) 1425℃5),6) 

1550 ℃(昇華) 6) 
 

3) SbCl3 73.4℃4),6)、73℃5) 220.3 ℃4),6)、223.5 ℃5) 3.14 g/cm3 4) 
4) KSb(OH)6    

 
No 化学式 蒸気圧 log Kow 解離定数 
1) Sb    
2) Sb2O3    
3) SbCl3    
4) KSb(OH)6    

 

［2］アンチモン及びその化合物 
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No 化学式 水溶性(水溶解度) 
1) Sb 不溶7) 
2) Sb2O3 <28.7 mg/L (20℃) 8) 
3) SbCl3 9.08×106mg/1000ｇ (25℃) 4)、9.881×106mg/1000g (25℃)6) 
4) KSb(OH)6 水に少し溶ける3)、28.2g/1000g (20℃) 3) 

 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

①水域 

土壌の風化作用や人為由来により環境水に排出されたアンチモン化合物は、河川により運

搬され、河口域のような堆積作用が高いところで沈降するとされている9)。アンチモン化合物

は底質に強く吸着され易く、鉄やマンガン、アルミニウム水酸化物と会合しているとされて

いる9)。水域におけるアンチモンの挙動は解明されていないが、淡水域及び海域において溶存

態のうち大部分が 5価で存在しており Sb(OH)6
-が主要な成分とされている9)。好気的条件下で

数パーセント、嫌気的条件下で大部分のアンチモン化合物が Sb(OH)3の様な 3 価の状態で存
在しているとされている9)。また、嫌気的条件下では 3価のアンチモンのチオ体も存在してい
るとされている9)。嫌気的な底質においてアンチモン化合物は微生物により還元又はメチル化

され、揮発性を有するメチル化されたアンチモン化合物が生成される9)。生成されたものは溶

解性を有すると共に、速やかに酸化される9)。 
モノ又はジメチル化アンチモン酸は海域及び河口域に存在するとされおり、バルト海にお

ける調査では水相における溶存アンチモン化合物の 10%を占めていたとされている。アンチ
モン化合物は水生生物中において生物濃縮しないとされている9)。 
水域に排出されたアンチモン塩は酸化物もしくはアンチモン酸塩の形態をとるとされ、主

要な成分は Sb(OH)6
-又は Sb(OH)5とされている。典型的な環境水の酸化還元電位幅において

酸化物は安定であり、環境水中で一般的に見られる濃度域では十分に溶解した状態で存在す

る。還元環境下においては、Sb(OH)3や Sb(OH)4
-、Sb2S4

4-の様な 3価の種が主要な成分とされ
ている9)。 
多摩川水系における河川水中のアンチモンは、5価が 99%以上を占め、3価は検出限界以下

が多かったという報告がある10)。 
アンチモンの形態別安定性は、3価のアンチモンを 20℃、4℃で 7日間保存したサンプルで

は、それぞれ約 15 %、約 3 %が 5価に形態変化したという報告がある11)。また、EDTAを添
加すると室温放置 7日後には約 3.5 %が 5価に形態変化し、EDTAが形態変化の抑制効果があ
るという報告がある11)。 

 

②大気 

大気中に排出されたアンチモン化合物は、それ自身が粒子状物質を生成するか、他の粒子

状物質に吸着した形で存在するとされ、風により拡散され、重力沈降、乾性沈着及び湿性沈

着により大気から除去される9)。粒径が 5 μmより大きい粒子の半減期は数時間とされている
9)。 
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③陸域 

アンチモン化合物の土壌中における吸着性や移動性を作用するものとして、土壌の性質、

沈着した際のアンチモン化合物の形態、pHが挙げられる。いくつかの洗脱試験において、ア
ンチモン化合物は大部分の土壌及び底質に強く吸着されるとされている。試験時間を延ばす

とより移動性が減少するとされている。汚染土壌の土壌表面がより濃度が高い点からもアン

チモンの移動性が欠けていることが分かる。土壌に吸着したアンチモン化合物の濃度は鉄、

マンガン、アルミニウム濃度と相関があるが有機炭素とは相関が無いとされている。pHが高
い又は低い場合、洗脱が著しいとされている9)。 
土壌中でのアンチモン化合物の形態及び形態の変化に関する情報は少ない9)。風化の際、硫

化物が酸化物に変化するとされている9)。 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量等 

アンチモン及びその化合物の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入

量区分は 10,000tである12)。 
アンチモン及びその化合物の「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」における製造

（出荷）及び輸入量を表 1.1及び表 1.2に示す13),14)。 

 
表1.1 平成13年度における製造（出荷）及び輸入量 

物質名称 製造（出荷）及び輸入量 

アンチモン 1,000～10,000t/年未満 

三酸化二アンチモン 1,000～10,000t/年未満 

アンチモン酸ナトリウム・一水和物 1,000～10,000t/年未満 

五酸化二アンチモン 100～1,000t/年未満 

 
表1.2 平成16年度における製造（出荷）及び輸入量 

物質名称 製造（出荷）及び輸入量 

酸化アンチモン 10,000～100,000t/年未満 

アンチモン 1～10t/年未満 

注：官報公示整理番号ごとに集計された値 
 
アンチモン及びその化合物の OECDに報告している生産量は、三酸化二アンチモンとして

1,000～10,000t未満である。 
五酸化二アンチモン及び三酸化二アンチモン、アンチモン酸ソーダの生産量の推移を表 1.3

に示す15)。 

 
 

表1.3 生産量の推移 
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平成(年) 8 9 10 11 12 

生産量(t)a) 約 300 約 300 約 300 約 300 約 300 

生産量(t)b) 10,311 10,916 10,197 10,348 11,051 

生産量(t)c) 約 150 約 150 約 150 約 150 約 150 

平成(年) 13 14 15 16 17 

生産量(t)a) 約 300 約 300 約 300 約 300 約 300 

生産量(t)b) 8,789 9,052 8,235 8,716 7,792 

生産量(t)c) 約 150 約 150 約 150 約 150 約 150 
注：a)五酸化二アンチモン 

b)三酸化二アンチモン 
c)アンチモン酸ソーダ 

 

② 輸入量 

アンチモン及びその化合物の OECDに報告している輸入量は、三酸化二アンチモンとして
1,000～10,000t未満である。 
アンチモンの酸化物、三硫化アンチモン、アンチモン及びその製品（くずを含む）の輸入

量16)の合計値の推移を表 1.4に示す。 

 
表1.4 輸入量の推移 

平成(年) 8 9 10 11 12 

輸入量(t) 17,381  20,241  17,643  17,097  19,776  

平成(年) 13 14 15 16 17 

輸入量(t) 15,188  14,439  15,060  16,536  15,563  
注：普通貿易統計(少額貨物(1品目が 20万円以下)、見本品等を除く)品別国別表より集計 

 

③ 輸出量 

アンチモンの酸化物、アンチモン及びその製品（くずを含む）の輸出量16)の合計値の推移

を表 1.5に示す。 

 
表1.5 輸出量の推移 

平成(年) 8 9 10 11 12 

輸出量(t) 2,230  2,236  2,268  2,526  2,501  

平成(年) 13 14 15 16 17 

輸出量(t) 2,086  2,995  3,207  3,042  2,415  
注：普通貿易統計(少額貨物(1品目が 20万円以下)、見本品等を除く)品別国別表より集計 

 

④ 用途 

アンチモンは、鉛との合金としてバッテリーの電極、イリジウムやガリウムとの合金とし

て半導体に使用されている。また、潤滑剤、ケーブル皮膜材料、陶器、ガラスなど製造の際
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の原料として使用されている1)。 
三酸化二アンチモンは、プラスチック、ビニル電線、カーテン、帆布、紙や塗料などの難燃

助剤として使われている。また、ガラス清澄剤（ガラスの気泡を除去するために添加）、塗料、

黄色顔料などにも使用されている1)。 
三塩化アンチモンの主な用途は、顔料、触媒、試薬とされている17)。 
ヘキサヒドロキソアンチモン酸カリウムは、ナトリウム塩の定性的な検出に使われている18)。 
このほか、人為発生源として、石炭の燃焼、廃棄物や汚泥の焼却、埋立処分場からの浸出水

などが挙げられている19)。 
自然発生源として、大気へは風による土壌の巻き上げ、火山、海のしぶき、森林火災、生

物由来が、水域へは土壌の攪乱や風化によるアンチモンの流入が挙げられる19)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

アンチモン及びその化合物は水道水質管理目標設定項目が設定されている。アンチモンは

水質汚濁に係る要監視項目に選定されている。アンチモン及びその化合物は化学物質排出把

握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号:25）に指定されている。また、アンチモン及び
その化合物は有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質に選定されている。 
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２．ばく露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データを

もとに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の

ばく露を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から

原則として最大濃度により評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 17年度の届
出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を

表 2.1に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTRデータ）の集計結果（平成17年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 1,943 6,003 52 1,128,441 1,360 859,259 38,750 - - - 1,136,438 38,750 1,175,188

アンチモン及びその化合物

業種等別排出量(割合) 1,943 6,003 52 1,128,441 1,360 859,259 38,750 0 0 0

819 567 0 1,127,801 5 34,793 751 届出 届出外

(42.2%) (9.4%) (99.9%) (0.4%) (4.0%) (1.9%) 97% 3%

141 268 0 390 2 241,918 19,222

(7.3%) (4.5%) (0.03%) (0.2%) (28.2%) (49.6%)

0 0 0 0 4 8,166 9,853

(0.3%) (1.0%) (25.4%)

0.1 2,988 0 250 0 3,627

(0.005%) (49.8%) (0.02%) (0.4%)

239 70 2 0 5 81,010 2,729

(12.3%) (1.2%) (4.2%) (0.3%) (9.4%) (7.0%)

151 115 0 0 1 203,708 2,722

(7.8%) (1.9%) (0.10%) (23.7%) (7.0%)

61 0 0 0 0 21,449 2,386

(3.1%) (2.5%) (6.2%)

33 820 0 0 195 108,165 1,044

(1.7%) (13.7%) (14.3%) (12.6%) (2.7%)

0.1 1,054 0 0 1,148 59,501

(0.005%) (17.6%) (84.4%) (6.9%)

442 0 50 0 0 58,429

(22.7%) (95.6%) (6.8%)

0 120 0 0 0 230

(2.0%) (0.03%)

54 0 0.1 0 0 1,856

(2.8%) (0.2%) (0.2%)

2 0 0 0 0 567

(0.08%) (0.07%)

1

(0.003%)

0 0 0 0 0 18,320

(2.1%)

0 0 0 0 0 12,000

(1.4%)

0 0 0 0 0 3,700

(0.4%)

0 0 0 0 0 1,700

(0.2%)

0 0 0 0 0 120

(0.01%)

42

(0.1%)
低含有率物質

電子応用装置製造業

化学工業

繊維工業

輸送用機械器具
製造業

パルプ・紙・紙加工品
製造業

金属製品製造業

届出

鉄鋼業

窯業・土石製品
製造業

電気機械器具製造業

移動量　　(kg/年)排出量　　(kg/年)

非鉄金属製造業

プラスチック製品
製造業

その他の製造業

届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

届出
排出量

届出外
排出量

合計
排出量　　(kg/年)

総排出量の構成比(%)

ゴム製品製造業

出版・印刷・同関連
産業

精密機械器具製造業

一般機械器具製造業

高等教育機関

衣服・その他の
繊維製品製造業

医薬品製造業

 
 
本物質の平成 17年度における環境中への総排出量は、約 1,200tとなり、そのうち届出排出
量は約 1,100tで全体の 97%であった。届出排出量のうち 1.9tが大気、6.0tが公共用水域、0.052t
が土壌へ排出されるとしており、公共用水域への排出量が多い。この他に埋立処分が約 1,100t、
下水道への移動量が 1.4t、廃棄物への移動量が約 860tであった。届出排出量の主な排出源は、
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大気への排出が多い業種は非鉄金属製造業（42%）、輸送用機械器具製造業（23%）、窯業・土
石製品製造業（12%）であり、公共用水域への排出が多い業種は鉄鋼業（50%）、繊維工業（18%）、
化学工業（14%）であった。 
届出外排出量（対象業種）のうち、0.042t は石炭火力発電所にて石炭（低含有率物質）の
燃焼に伴う排出として推計されている3)。 
表 2.1に示したように PRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外
排出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種すそ切りの媒体別配

分は届出排出量の割合をもとに、対象業種低含有率物質の媒体別配分は「平成 17年度 PRTR
届出外排出量の推計方法等の詳細」3)をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に

合計したものを表 2.2に示す。 
環境中への推定排出量は、水域が 35t（全体の 75%）、大気が 12t（同 24%）であった。 

 
表2.2 環境中への推定排出量 

媒   体 推定排出量(kg) 

大   気 
水   域 
土   壌 

11,387   
35,055   

305   

 

(2) 媒体別分配割合の予測 

アンチモン及びその化合物の化学形態は環境中で様々に変化するため、媒体別分配割合の

予測を行うことは適切ではない。したがって、アンチモン及びその化合物の媒体別分配割合

の予測は行わなかった。 

 

(3) 各媒体中の存在量の概要 

本物質の水質及び底質中の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性

が確認された調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表

2.3に示す。 
 

 

表2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 
検出 

検出率 
調査 

測定年度 文献 
平均値 平均値 下限値 地域 

                    

公共用水域・淡水   µg/L <10 <10 <0.2 160 0.2~10 146/715 全国 2004 4)a) 

  <2 <2 <2 43 2 7/180 全国 2004 4)b) 

  <10 <10 <0.2 140 0.2~10 155/686 全国 2003 5) a) 

  <10 <10 <0.2 130 0.2~10 208/718 全国 2002 6)c) 

               

公共用水域・海水 µg/L <2 <2 <0.2 3.7 0.2~2 7/103 全国 2004 4)a) 

  <2 <2 <2 15 2 2/50 全国 2004 4)b) 

  <2 <2 <0.2 2.5 0.2~2 8/107 全国 2003 5) a) 

  <1 <1 <0.2 2.5 0.2~1 24/118 
 

全国 2002 6)c) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 
検出 

検出率 
調査 

測定年度 文献 
平均値 平均値 下限値 地域 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g 0.064 0.19 0.01 1.26 - d) 12/12 名古屋市 2004 7) 
  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0/4 名古屋市 2002 8) 

  0.088 0.17 0.004 0.46 - d) 7/7 名古屋市 2001 9) 
           
底質(公共用水域・海水) µg/g 0.092 0.1 0.05 0.18 - d) 8/8 名古屋市 2004 7) 
  <0.05 <0.05 <0.05 0.086 0.05 1/8 名古屋市 2002 8) 
  0.022 0.071 <0.005 0.21 0.005 6/7 名古屋市 2001 9) 
           

注：a) 都道府県の水質測定計画に基づく要監視項目測定結果 
b) 環境省が実施した要監視項目存在状況調査結果 
c) 都道府県の水質測定計画に基づく要監視項目測定結果及び環境省委託調査により測定された結果 
d) 報告されていない 
e) 名古屋市の底質(公共用水域・淡水)において最大 9.97 µg/g(1998)の報告がある10)。 
f) 名古屋市の底質(公共用水域・海水)において最大 1.13 µg/g(1998)の報告がある10)。 

  

(4) 水生生物に対するばく露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

アンチモンの水生生物に対するばく露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.4 のように整
理した。 
水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を人為由来の可能性が高いデ

ータから設定すると、公共用水域の淡水域では 140 μg/L、同海域では 15 μg/L程度となった。 

 
表2.4 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値  
淡 水 

 
海 水 

10 µg/L未満 (2003) 
 
2 µg/L未満 (2004) 

140 µg/L (2003) 
 
15 µg/L程度 (2004) 

注：1）環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す 
    2）公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を、3価アンチモン及び 5価アンチモンに分けて行
った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を

確認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表 3.1.1、3.1.2の
とおりとなった。 

 
表3.1.1 水生生物に対する毒性値の概要 

【3価アンチモン】 

生物群 
急

性 
慢

性 
毒性値

[µgSb/L] 
硬度 

[mg/L] 生物名 生物分類 
エンドポイント

／影響内容 

ばく露 
期間 
［日］ 

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献 
No. 

対象 
物質 

藻 類 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

甲殻類   19,800 不明 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  IMM 64時間 C C 1)-2054 SbCl3 

 
○  423,450 240 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B C 1)-6631 Sb2O3 

魚 類  ○ >7.5 28-40 Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー（胚） 
NOEC  
GRO / MOR 

33 - 35 
(孵化後30日) B C 1)-10427 Sb2O3 

   580 195 Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50  MOR 

28 
（孵化後4日） A C 1)-5305 SbCl3 

   3,600 不明 Oreochromis 
mossambicus カワスズメ NOEC 

GRO/BCM 16 B C 1)-19302 SbCl3 

 
○  6,200-8,300 海水 

(10-30‰) 
 

Cyprinodon 
variegatus 

キプリノドン

科 
LC50  MOR 2 

(止水式) C C 1)-10366 Sb 

 
○  9,000 20 Pimephales 

promelas 
ファットヘッ

ドミノー 
TLm  MOR 4 C C 1)-2042 SbCl3 

   11,300 195 Carassius 
auratus キンギョ LC50  MOR 7 

(孵化後4日) A C 1)-5305 SbCl3 

 
○  17,000 400 Pimephales 

promelas 
ファットヘッ

ドミノー 
TLm  MOR 4 C C 1)-2042 SbCl3 

  
○  35,500 不明 Oreochromis 

mossambicus カワスズメ LC50  MOR 2 
(止水式) B A 1)-19302 SbCl3 

 
○  >80,000 20 , 400 Pimephales 

promelas 
ファットヘッ

ドミノー 
TLm  MOR 4 C C 1)-2042 Sb2O3 

その他   300 195 Gastrophryne 
carolinensis 

ジムグリガエ

ル科 
LC50  MOR 7 

(孵化後4日) B C 1)-5305 SbCl3 

 
○  6,000 不明 Tetrahymena 

pyriformis 
テトラヒメナ

属 IC50  POP 36時間 
（MT法） A A 1)-16142 SbCl3 

 
○  16,000 不明 Tetrahymena 

pyriformis 
テトラヒメナ

属 IC50  POP 
9時間 
（FT法） A A 1)-16142 SbCl3 

 
○  >20,000 不明 Caenorhabditis 

elegans センチュウ類 LC50  MOR 4 A B 1)-3437 SbCl3 

 
○  678,000 245 Tubifex tubifex イトミミズ科 EC50  IMM 1 C C 1)-2918 Sb2O3 

毒性値（太字）：PNEC導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 
毒性値（太字下線）： PNEC導出の根拠として採用されたもの 
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試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 
EC50（Median Effective Concentration）：半数影響濃度、LC50（Median Lethal Concentration）：半数致死濃度、 
IC50（Median Inhibition Concentration）：半数阻害濃度、NOEC（No Observed Effect Concentration）：無影響濃度、 
TLm（Median Tolerance Limit）：半数生存限界濃度 

影響内容 
GRO（Growth）：成長（動物）、IMM（Immobilization）：遊泳阻害、MOR（Mortality）：死亡、 
REP（Reproduction）：繁殖、再生産、POP（Population Change）：個体群の変化、 
BCM（Biochemical Effect）：生化学的影響 

（ ）内：試験条件 
MT法（Microplate technique) ：試験容器にマイクロプレートを用いた方法 
FT法（Flask technique) ：試験容器にフラスコを用いた方法 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそ

れぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度（PNEC）導出のために採用した。その知
見の概要は以下のとおりである。 
 

1） 魚類 
Linと Hwan1)-19302は、カワスズメ Oreochromis mossambicusの急性毒性試験を実施した。試
験は止水式で行われ、三塩化アンチモン（SbCl3）が用いられた。設定試験濃度は 0、5、10、
20、35、45 mg Sb/Lであった。設定濃度に基づく 48時間半数影響濃度（LC50）は 35,500 µg Sb/L
であった。 

 
2） その他 

Sauvantら 1)-16142はテトラヒメナ属 Tetrahymena pyriformisの成長阻害試験をマイクロプレー
トを用いて行った（MT法）。試験は止水式で行われ、三塩化アンチモン（SbCl3）が用いられ

た。設定試験濃度区は対照区＋5濃度区であった。36時間半数阻害濃度（IC50）は、設定濃度

に基づき 6,000 µg Sb/Lであった。 

 
 

表3.1.2 水生生物に対する毒性値の概要 
【5価アンチモン】 

生物群 
急

性 
慢

性 
毒性値

[µgSb/L] 
硬度 

[mg/L] 生物名 生物分類 
エンドポイント

／影響内容 

ばく露 
期間 
［日］ 

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献 
No. 

対象 
物質 

藻 類   32,800 不明 Microcystis 
aeruginosa 藍藻類 TT   POP 8 D C 1)-15134 K[Sb(OH)6] 

   >1,390,000 不明 Scenedesmus 
quadricauda 緑藻類 TT   POP 8 D C 1)-15134 K[Sb(OH)6] 

甲殻類 ○  >231,000 286 Daphnia 
magna オオミジンコ LC50  MOR 1 B B 1)-5718 K[Sb(OH)6] 

魚 類   － － － － － － － － － － 

その他   121,000 不明 Entosiphon 
sulcatum 

エントシフォ

ン属 
TT   POP 3 C C 1)-5303 K[Sb(OH)6] 

毒性値（太字）：PNEC導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 
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毒性値（太字下線）： PNEC導出の根拠として採用されたもの 
試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 

A：試験は信頼できる、B：試験はある程度信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値はある程度採用できる、C：毒性値は採用できない 

 
エンドポイント 

LC50（Median Lethal Concentration）：半数致死濃度、TT（Toxicity Threshold）：増殖阻害閾値 
影響内容 

MOR（Mortality）：死亡、POP（Population Change）：個体群の変化 

 
評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそ

れぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度（PNEC）導出のために採用した。その知
見の概要は以下のとおりである。 
 

1） 甲殻類 
Bringmannと Kühn1)-5718はオオミジンコ Daphnia magnaの急性毒性試験を実施した。試験は
止水式で行われ、ヘキサヒドロキソアンチモン酸カリウム（K[Sb(OH)6]）が用いられた。設
定試験濃度の公比は 1.3または 1.1であり、試験用水には脱塩素水道水（硬度約 286 mg/L、16°
dH）が用いられた。設定濃度に基づく 24時間半数致死濃度（LC50）は 231,000 µg Sb/L超で
あった。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたア

セスメント係数を適用し予測無影響濃度（PNEC）を求めた。 

 
【3価アンチモン】 

急性毒性値 
魚類  Oreochromis mossambicus  48時間 LC50  35,500 µg Sb/L  
その他 Tetrahymena pyriformis 個体群変化；36時間IC50 6,000 µg Sb/L 
アセスメント係数：1,000［1 生物群（魚類）及びその他の生物の信頼できる知見が得られ

たため］ 
その他の生物を除いた毒性値（魚類の 35,500 µg Sb/L）をアセスメント係数 1,000で除する
ことにより、急性毒性値に基づく PNEC値 36 µg Sb/Lが得られた。なお、その他の生物を採
用した場合、急性毒性値に基づく PNECの参考値は 6 µg Sb/Lとなる。 

 
慢性毒性値について信頼できる知見は得られなかったため、3 価アンチモンの PNEC とし
ては魚類の急性毒性値から得られた 36 µg Sb/Lを採用する。 

 
【5価アンチモン】 

急性毒性値 
甲殻類  Daphnia magna 24時間 LC50   231,000 µg Sb/L超  
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］

アセスメント係数：1,000［1生物群（甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 
この毒性値（甲殻類の 231,000 µg Sb/L超）をアセスメント係数 1,000で除することにより、
急性毒性値に基づく PNEC値 230 µg Sb/L超が得られた。 

 
慢性毒性値について信頼できる知見は得られなかったため、5 価アンチモンの PNEC とし
ては甲殻類の急性毒性値から得られた 230 µg Sb/L超を採用する。 

 

 (3) 生態リスクの初期評価結果 
 

表3.2 生態リスクの初期評価結果 
  

水質 平均濃度 最大濃度（PEC） 
PNEC PEC／PNEC比 

3価 5価 3価 5価 

公共用水域・淡水 
10 µg/L未満 

 (2003) 

140 µg/L 

 (2003) 36 (6) 

µg Sb/L 

>230 

µg Sb/L 

4 <0.6 

公共用水域・海水 
2 µg/L未満 

 (2004) 

15 µg/L程度 

 (2004) 
0.4 <0.07 

     注)：1）環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。  
          2）公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 

 
 
 
 
 
 
本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域で 10 µg/L未満、海水域で 2 

µg/L 未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度（PEC）は、淡水域で
140 µg/L、海水域で 15 µg/L程度であった。 
予測環境中濃度（PEC）と予測無影響濃度（PNEC）の比は、通常水中で存在する 5価アン

チモンでは、淡水域で 0.6未満、海水域で 0.07未満となるため、現時点では生態リスクの判
定はできない。 
本物質については、5 価アンチモン化合物の有害性情報の充実に努め、再度評価を行うこ

とが望ましいと考えられる。なお、3価アンチモンは 5価アンチモンより毒性が高いため、3
価アンチモンの環境中での挙動や 3 価アンチモンが存在する環境に生息する生物等の情報を
収集する必要があると考えられる。 
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